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議 事  録

会議名 第4回 寒川町高齢者保健福祉計画見直 し検討委員会

日 時
平成 24年 2月 6日 (月)

午後 1時 から
開催形態 公 開

場  所 寒 川 町役 揚 3階 第 1会 議 室

出席者

長 崎 層 委 員長 、神 居 一 雄 富J委員 長 、

員、喜 多村 出委 員 、中間 鋤郎 委員 、

、 瀬 戸 邦 ひ ろ委 員

斎 藤 昭雄 委 員 、高 橋龍 矢 委

石井 祥 子 委 員 、佐 藤敬 委員

議  題
保険料の試算結果について

計画書最終実の承認について

１

２

決定事項 1 計 画案を承認する

1 保 険料の試算結果について

く長崎委員長>本 日は第4□ 目ということで、最後になりますが、よろしくお

願いいたします。

<事 務局>議 事に入る前に資料の確認をさせていただく。皆さんお手元に資料

はお揃いですか。

議事録の承認委員は、本日は喜多村委員と中間委員にお願いしたいのでよろ

しくお願いします。

<事 務同>そ れで|ま、議題 1の 保険料の試算結果について説明したい。資料の

1と 2に 基づいて説明する。

【以下、資料 1、 医料]に 基づき説明】

<長 崎委員長>今 の保険料の試算について意見や質問があればお願いします。

資料1の 64東 の、第6段 階の対象者が 「80万 円以下を超えるJと いう記朝

こなつているがおかしくないか。

<事 務局>記 載の誤りなので改めて説明させていただく。申し訳ありません。

保険斜段階の第6段 階対象者の2行 日で、「合計額が80万 円以下を超える人」

という記朝になっているが、「80万 円を超える人」に直させていただく。

く喜多村委員>63頁 で、第五次の保険料の根拠を示していただいたがヽ 町の基

金の取り崩しなどを取lr9入れることによって565円 下げることになつてい

る。現行と比べて年間240円 上がつている。その240円 分を町から繰り入れ

て値上がりをなくすとすると、どのくらいの額になるの7・」。

<事 務局>概 算で出すと、年に240円 下げるとなると、約300万 強が必要とな



る。

<喜 多村委員>町 の基金の取り崩しわマ5%な ので残りが25%と なるが、それ

|ま取つておかなけれ|まいけないものなのか。

<事 務周>実 際のところ、見込み以上の結付費等の上曽お0などに備えるために、

すべて使い切つてしまうよ19よ、基金を残しておく必要がある。

く喜多村委員>残 りの25°/Oとはいくらなのか。

く事務局>お よそ孔000万 円である。

<長 崎委員長>70C10万 円残しておくのはどうかなという思いもあるが。

<事 務局>見 込み額とのバランスといつた問題が当然出てくるとま8う が、そ

の中でも寒川町は75%投 入と、大きく投入している市町村のひとつではある

と思う。

<喜 多村委員>64夏 について、現行に比べて2段階増やしていると記載がある

が、所得に対する保畷料の年額の督」合において、所得が多い力と低い力の間

の負担の差の大きさについて、どのように者えているか。

<事 務周>保 険料段階の設定については、正直、町としても苦慮するところが

ある。率自体が低くなるに越したことはないが、事業を行うためにはそれ相

府の良担をお願いしなければならない。非課税層と課税層の2段 階に分ける

中で、その中でも、今回は低所得者の対策として、積極的に段階の新設を行

った。第7段 階も課税層とはいえ、所得が多くはない層になるかもしれない

が、負担していただく。率の設定にあたっては、第四次をベースとしてきえ

させていただいた。介護保険自体、生活保護を受結している力にも負担いた

だく保険料と国で位置づけがされているので、その辺19と所得のある力との

ブヽランスを考えて今回はこのように設定させていただいた。今回は10段 階と

11段 階の率を前より上げている告8角もあるが、その辺りも所得段階に応して

の負担率を設定している。第四次のところで見ると、高額な2段 階の率は他

の市町村と比べると若干lFvめの設定であった。また、国からの指導になるが

平成20年 度の資期によると、高齢者世帯における平均の収入は1世帯あたり

平均306万 円となつているので、それ以上にあたる10段 階と11段 階よ平均

よ19も所得があるものとして、率を上げている。それ以外についても応分負

担という前提のもと、前回と据え置き程度の率を設定させていただいた次第

である。

く喜多村委員>実 際の所得が80万 円の方の負担が49、OOO円 と、800万 円のカ

の負担が98,000円 なのとでは、負担感がかなり違うのではないか。

また、所得が少ない力がサービスを受けるための減免の制度はないのか。そ

うした制度を作ることによつてサービスを受けやすくすることも必要ではな

しヽか。



<事 務周>ま す1点 目の質間に関して、第6段 階の収入に関して、たとえ収入

が80万 以下であつても、それとは局」にその人の生活形態によつて、その負担

額で何とかできる力もいればそれでは苦しい汚もいる。町としても苦慮して

いるが、国の基準と町の第四次を継続する形で設定した。

また、減免に関して、現時点では低所得者に対するサービス禾J用料負担に関

する減免の贈置は町のほうで|ま考えてはいない。実行でさればよいとよ者え

ているが、実際に町として行うことは財llk的に難しい。実際、 1富」負担で一

律となつてしまうが、一言Bの要件を満たす低所得者については、66～ 68頁

の記載のように、支払い負担を色々と緩和させていただいている。

く長崎委員長>他 に質問はないか。ないようなら、議事 1は終了させていただ

く。

2 計 画書最終案の承認について

く長崎委員長>そ れでよ、議事2の 計画書最終案の承58について、事務局から

ご説明いただきたい。

く事務局>そ れでは、会斜3の 計画書最終案の承認について説明させていただ

く。

【以下、資斜3に 基づき説明】

<高 橋情罰委員>全 対2の 59夏 の地域密着型サービスの定期巡□のところに金

額が示されているが、前□の会議で24年 4月からの見込みは先送りにすると

言われていたが、4月から実施しないということでよいのか。

<事 務周>実 際のところ、給付上の数値を見込んでおり、当然、町として整備

を計画している。事業所等の稼働Bき期が平成24年 4月からすぐとうわけでは

なく、24年 度後半のオープンを見込んでいる。

<高 橋(青3委 員>78真 にある委員会の点検のところで運営協議会について書い

てあるが、この施策の方向性を位置づけるためには、介護保険運営協議会に

お任せするということか。

く事務周>こ ちらの見直し検討委員会で作らせていただいた事業の実際の運営

についてま、別の介護保険運営協議会で事業の実績や認定吉数の推移などに

ついてのご意見を頂きながら確調作業をしていただく形となつている。

<高 橋(言3委 員>介 護保険だけでなく防災に関することなども記載があるが、そ

の辺りも任せて大丈夫なのか。

<事 務周>介 護保険運営協議会というものを定める規貝」の中で|ま、基本的に協

議会が行うのは介護保険の運営に関することや地域包括支援センターの運営

に関することく地域密着サービスに関することがある。防災のことのみを培

化して協議会で諮ることもあるかとは思うが、それ自体の議論はその場にそ



ぐわないと考えられる。

<高 橋(青罰委員>防 災のことなどを言めて地域に関することを拾つていただけ

れば動かるのでお願いしたい。

く事務局>検 討させていただく。

く喜多村委員>報 道などで、政府の一体改革の中で介護1果険市」度の改正案が示

されているが、第五次計画の中にもそれは反映されているのか。

く事務局>tB」として、国が示している法改正の中での新サービスの導入と、地

1或支援事業の中で新しく位置づけられる新サービスについては検討してい

る。実際に国が示している中には市町村が行うものや者8道府県が行うものな

どがあり、多岐にわたる。そうした法改正で新しくできたサービス等は今回

の9T画の中でも、町として行えることに関しては計画の中に記朝させていた

だいている。

<喜 多村委員>ま だ法律として通つてしヽないのではないか。

く事務局>す でに法律としては通つてしヽるが、実際の胸行日が24年 の4月 1日

という形になつている。

く喜多村委員>た とえば、要支援の方の示」用負担を1吾」から2宮」に増額したり、

要介護 1 2の 方の施設利用料を31き上十することなどが報追されていたが、そ

うしたものがこの計画の中に見られないが。

<事 務局>勘 違いして申し訳なかつた。今回の法改正として決まつた中には、

今おうしゃつたような話は入つていない。そこは未定の段階である。今回の

第五次計画の策定にあたり、今年度当初から自己負担が1富」から2書Jに増え

るといつた等の噂が出てはいるが、現時点では、第五次もしくは何月から改

正されるといつたものはない。当然、各市町村よこの時期にこの計画を同時

期に作っている実態もあるので、仮に改正がされても少なくとも24年 度4月

から施行されることはないと者えている。

く斎藤委員>調 整交付金相当額があるように、実際には支結されないお金があ

るのは本来は違和感があるものだと思う。たとえば低額所得者層の徴収を据

え置きにし、高額所得者からの徴収を上げる方向になるのか。それとも市町

村や県が国の力に一定の運動を起こして調整交付金のようなものをもらうの

かなど、町としてどういった方向に向かうべきか善えを叡えていただきたい。

く事務局>た しかに長期的な視点を持つて将来どうなるかを考えるのが重要と

なる。今回は保険料の段階設定をさせてもらつた中で、次の第六次計画のと

きには給付費がさらに増力Bすると見込んでいる。そうすると、従来の高額所

得者だけでなく、中段の力にも負leをお願いする形となると者えられる。町

としては国からの交付金がもらえるかどうかが問題だが、国としては全国の

市町本]を見て高齢イし率が高いところや高額所得者のいないところに限られた



予算で交付金の支結を行っている。現状として、寒チ町はまだ結付をもらえ

るほどのJ犬況ではない。今後は寒川町も高齢者数が増えていくので、ある程

度の時期を境に介護料や保険期に関して比較的大きな改正があると見込まれ

ると感じている。

く喜多村委員>意 見として言わせていただきたい。先程の保険用だが、基金の

残りが■000巧 円あるのだったら、厳しい経済状況のなかでは、800万 円投

入して何とか値上げをやらない方策を取つていただきたい。

<長 崎委員長>他 に、意見 質 問がないようなので以上とする。計画案の承認

についてま、今のご意見を委員会の意見として付して承認ということでよろ

しいか。

<委 員>異 議なし。

<長 崎委員長>そ れでは承認ということでよろしくお願いします。あり●tとう

ございました。

<事 務局>あ りがとうございました。今後は、町長に答申して、最終的な金額

については条例ということで議会こ提案して最終の議決を行うこととなる。
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